
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ６－６０ 食品供給機 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ６－６０ 全 食品供給機 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ５－１１０ 飲料自動販売機 

Ｋ４－５１ 業務用アイスクリーム製造機 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

食品供給機   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

固形から液体までを含めた食品を供給する機能をもったもの。 

卓上、床面、壁面等に設置するもの。（人が手に持って供給するものは含まない。） 

供給機能に冷却及び加熱機能程度を併せて持つものを含む。（製氷機能は含まない。）  

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

製造機能が主であり供給機能が付随しているものは食品加工機械。（例、ソフトクリーム製造機Ｋ４－５１） 

お金を入れて操作する食品供給機は自動販売機（Ｊ５－１１０）。  

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

冷凍スープディスペンサー ミルク供給器  

   

 

1109925号 
冷凍スープディスペンサー 

 

753392号 
飲料パック収容箱 

 


